
 
 

麻しんの抗体検査・予防接種の費用の一部を助成します︕ 
 

麻しんは感染力が非常に強い病気です。脳炎などの合併症を起こしやすく、重い後遺症
が残る場合があります。また、麻しんに対する免疫がない人が増えると、地域流行を起こ
す恐れがあります。 

豊田市では、これまでに麻しんの予防接種を受けたことがない方や１回接種の方を対象
に、抗体検査・予防接種の費用を一部助成します。 

ご希望の方は、実施医療機関にお申込みください。 
 

  
  接種時点で、豊田市に住民登録があり、以下の①及び②に該当する者 

① １歳以上の者（ただし、予防接種法に基づく定期予防接種対象者を除く） 
② 麻しんの既往歴がなく、過去に麻しんの予防接種歴がない者、又は 1 回接種 
（定期任意問わず）した者 

 
 
 
① 原則、予防接種前に麻しん抗体検査をします。医師が予防接種の必要性を判断します。 
② 予防接種が必要と判断された場合、ワクチン接種をします。 
 
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

① 市と契約している医療機関へ予約する。 
② 医療機関にある『豊田市麻しん対策事業費用助成申請書』に必要事項を記載する。 
③ 原則、接種前に抗体検査を受け、市の助成額を差し引いた金額を支払う。 
④ 予防接種が必要と判断された場合は、予防接種を受け、市の助成額を差し引いた金

額を支払う。（医療機関により設定金額は異なります）。 
※女性は、予め約１か月間避妊した後に予防接種を受け、接種してからも約２か月間は避妊しましょう。 

 
◆◆◆問合せ先◆◆◆ 豊田市感染症予防課 ☎0565-34-6180 / FAX0565-34-6929 
                     E メール︓hokansen＠city.toyota.aichi.jp 

助成金額 

抗体検査 2,650 円 
予防接種 麻しん風しん混合ワクチン 5,000 円 または 

麻しんワクチン 3,000 円 
※本人が負担する費用は、医療機関が設定した金額から市の助成金額を差し引いた 

金額です（医療機関により異なります）。 

助成回数 
抗体検査・予防接種 1 人 1 回 

※抗体検査は、予防接種前の抗体価の有無を判断するための実施に限ります。 

麻しん（はしか）を予防しよう 

対 象 者 

受 け 方 

助成内容 

 

 
 

◆本事業は、法律上の努力義務はなく、対象者の意思で受ける予防接種です。 

事業の流れ 

既に抗体検査を受けている方は、抗体価が低い
とわかる書類を医療機関に持参してください。 

麻しん対策事業(令和７年度版) 



 

医療機関名 所在地 TEL 医療機関名 所在地 TEL

アイキッズクリニック 逢󠄀妻町 35-1955 トヨタ記念病院 平和町 0120-489-587

逢󠄀妻クリニック 宮町 31-9222 豊田厚生病院 浄水町 43-5001

あおやまクリニック 宮町 63-5553 豊田市立乙ケ林診療所 乙ケ林町 65-3008

あかね医院 栄生町 37-8686 豊田地域医療センター 西山町 34‐3006

あかり浄水こどもクリニック 浄水町 43-1551 とよた星の夢ＡＲＴクリニック 喜多町 37-3535

あさひが丘クリニック 小川町 37-3939 とよた美里レディースクリニック 美里 87-2237

朝日町すずき耳鼻咽喉科 朝日町 47-8793 なかねクリニック 梅坪町 37-8800

足助病院 岩神町 62-1211 中村医院 岩倉町 86-1414

あんどう内科皮フ科クリニック 広田町 51-0808 なりたクリニック 住吉町 51-1010

いしぐろ在宅診療所 十塚町 47-1496 成瀬内科 若宮町 34-3070

胃腸科・肛門科　家田病院 畝部西町 21-0500 野場医院 吉原町 52-3345

イトウ内科クリニック 下市場町 33-0505 ハートフルクリニック 西町 34-3377

井上医院 竜神町 26-0800 長谷川医院 緑ケ丘 28-5136

入谷Ｋ脳神経外科クリニック 司町 36-0700 花園内科 花園町 050-3161-0313

内田クリニック 喜多町 35-3500 早川内科医院 井上町 45-2241

うめもとクリニック 西岡町 55-1555 はやしファミリークリニック 丸山町 74-0080

永覚Kidsクリニック 永覚新町 29-0415 日高内科 陣中町 32-2197

えんどう内科 堤本町 53-0300 平戸橋医院 平戸橋町 45-1155

おおくぼ内科クリニック 浄水町 43-0600 平吹医院 鴛鴨町 27-8000

おおしま小児科アレルギー科 西町 36-5008 福島内科クリニック 秋葉町 37-7277

おかもとクリニック 伊保町 45-3020 二葉内科クリニック 東山町 89-2228

岡本乳腺外科・内科クリニック 松ケ枝町 85-7780 保志条クリニック 和会町 21-3333

おちあいクリニック 前山町 28-1331 星山内科・消化器科医院 日之出町 34-3231

かとう耳鼻咽喉科クリニック 梅坪町 37-3387 細野クリニック 曙町 28-3665

上條医院 福受町 21-8501 保見診療所 保見ケ丘 48-1148

上豊田駅前クリニック 大清水町 45-8822 まえだファミリークリニック 竹元町 79-9039

菊池病院 若宮町 32-2200 牧原胃腸科外科診療所 青木町 45-8684

キッズクリニックサンタ 若林東町 51-1155 まつもと内科・消化器クリニック 四郷町 63-5772

京町クリニック 京町 42-6666 みずの内科クリニック 畝部東町 25-0805

久保田クリニック 柿本町 28-4657 三宅クリニック 土橋町 28-4391

グリーンベルクリニック 若林東町 51-0011 もとまち内科クリニック 柿本町 24-8080

栗田クリニック 広久手町 31-1860 森下医院 小渡町 68-2301

小石川医院 足助町 090-1535-0022 やふそ小児科 御立町 80-7766

こどもクリニック・パパ 東梅坪町 31-8851 山口胃腸科外科クリニック 大清水町 46-2211

小早川整形外科・内科 市木町 88-3311 山田醫院 武節町 82-2111

駒場クリニック 駒場町 57-2100 山之手痛みと内科のクリニック 丸山町 27-6581

近藤クリニック 荒井町 46-8383 若林耳鼻咽喉科クリニック 若林東町 53-5588

こんどう耳鼻科クリニック 竜神町 27-3300 渡辺医院 常盤町 32-0129

斉藤病院 四郷町 44-0033 あざぶの丘クリニック みよし市 （0561）56-0303

さくら病院 豊栄町 28-3691 いしい外科三好クリニック みよし市 （0561）33-3911

佐藤耳鼻咽喉科 若宮町 32-2201 宇田ファミリークリニック みよし市 （0561）35-1311

さなげクリニック 井上町 47-0600 かまたにクリニック みよし市 （0561）32-2122

三九朗東リハビリテーション病院 野見山町 47-0395 かわい泌尿器・腎臓内科クリニック みよし市 （0561）59-9992

三九朗病院 小坂町 33-6400 こばやし内科クリニック みよし市 （0561）56-2340

しのだ内科クリニック 大林町 27-7700 寿光会中央病院 みよし市 （0561）32-1935

杉浦内科クリニック 市木町 87-2553 鈴木内科クリニック みよし市 （0561）36-7373

杉本内科クリニック 日南町 37-3377 たかもと内科クリニック みよし市 （0561）33-4646

杉山クリニック 迫町 76-5959 医療法人奏和会　たきざわ胃腸科外科 みよし市 （0561）33-5555

すくすくこどもクリニック 東山町 87-3939 なかじま内科皮フ科 みよし市 （0561）32-9800

鈴木病院 月見町 33-8051 花レディースクリニック みよし市 （0561）33-0311

鈴村レディースクリニック 伊保町 63-5400 まつおかこどもクリニック みよし市 （0561）34-0181

高橋医院 大沼町 90-2015 みすクリニック みよし市 （0561）34-7511

たけうちこどもクリニック 御幸町 32-1531 みよしうちだハートクリニック みよし市 （0561）76-3123

舘ハートクリニック 浄水町 46-5353 三好ヶ丘クリニック みよし市 （0561）36-2000

たなかクリニック 藤岡飯野町 76-7887 三好丘こどもクリニック みよし市 （0561）33-0505

田中小児科医院 栄生町 33-2355 三好丘こば内科クリニック みよし市 （0561）56-8311

ちかだクリニック 西中山町 76-5922 三好ヶ丘メディカルクリニック みよし市 （0561）36-5011

つかさ整形外科 司町 37-3322 みよしかめいクリニック みよし市 （0561）76-2020

ともまつクリニック 花園町 52-3139 みよし市民病院 みよし市 （0561）33-3300

※豊田市内は、市外局番（０５６５）を省略しています。  
※医療機関により、受入可能年齢が異なりますので、詳しくは各医療機関にお問合せください。  
【予防接種による健康被害救済制度】 

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。 
この予防接種は、任意（希望者のみ）の予防接種のため重大な健康被害が生じた場合は、 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償になります。 

◆令和７年度 麻しん対策事業 実施医療機関◆ R7.10 作成 


